
○
財
務
省
告
示
第
百
四
十
四
号

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
中
華
人
民
共
和
国
及
び
ス
ペ
イ
ン
各
国
産
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
係

る
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
調
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
査
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四

百
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

財
務
大
臣

額
賀

福
志
郎

一

延
長
さ
れ
る
調
査
の
期
間

六
箇
月

二

延
長
の
理
由

予
定
さ
れ
て
い
た
調
査
期
間
内
に
、
主
要
な
証
拠
等
を
入
手
し
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
調
査
の

透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
証
拠
等
の
更
な
る
検
討
を
行
う
た
め
に
は
一
層
の
時
日
を
要
す
る
た
め


